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スウェーデン駐在経験者の働き方と家族生活

一子育て世代の日本男性の意識と実践の変化－

高橋美恵子

1.はじめにー問題の所在

EU諸国に倣い，我が国でも仕事と生活の調和の実現を目指し，関連施策を導

入するなど制度づくりを進めてきた政労使の合意により， 2007年に策定された

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」で掲げる目標の一つ，

「健康で豊かな生活のための時聞が確保できる社会」の実現は，過重労働による

健康障害の発生が後を絶たない現状を踏まえると，喫緊の課題である.OECDの

「より良い暮らし指標α016）」によると，日本のワーク・ライフ・バランス（明江B)

の達成度は，対象国38カ国中， 34位と低く，その要因のーっとして，長時間労

働従事者の占める割合が高いことが挙げられる（OECD2016）.個人が仕事と子

育て等のケアワークの時聞を持続可能な方法でコントロールでき，ウェルピーイ

ング（well-being：心身の健康）を享受できる社会の実現には，誰もが実践可能な

方策を講じる必要がある（Hobson2016, den Dulk and Yerkes 2016). 

日本の働き方をめぐる問題は，社会のさまざまな領域で，「男性は仕事，女性は

家庭」という従来のジェンダ一規範に拘束されていることにも起因している（高

橋 2011a,Takahashi et al 2014a）.国を挙げて女性の活躍を推進するとしながら

も，子育てを支援する環境が十分には整備されていない．保育所の待機児童問題

は，「働く母親にとっての課題」として提起される傾向にある．「子育てする父親

の働き方」に関する議論は散見されるものの，子育て世代の男性の多くは，長時

間労働を余儀なくされ，仕事中心の生活を送っている．

近年，家族社会学の分野で，父親の子育て役割への関心が高まっている（大和

他 2008，多賀2011，石井クンツ 2015）.父親の子育てや家庭役割の視点からの

WLB研究も国内外で行われるようになり（多賀 2011,Taga 2016, Matsuda et 

d吋 2016,Ruspini and Crespi 2016），ダイパーシティ・マネジメント研究の分野で

も，父親の育児参加が重要視され始めている（佐藤・武石 2011）.「働く父親

(Working fa出er）」を概念化することの必要性も提起されている（Ranson2012). 

筆者らは，子育て世代の男性が家族生活を重視した働き方はいかにすれば実現

できるか，またどうすれば家庭で子どもと過ごす時間を確保できるようになるか，

という問題意識から，スウェーデンをはじめとする EU諸国との比較の視座より
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ワーク・ファミリー・バランス（WFB)1研究を行ってきた．各国に先駆けて，父

親の育児休業制度を導入し，男性の家族生活を重視した関連施策を推進してきた

スウェーデンの取組みは，一つのモデルを提示していると捉えている（高橋

2014）.日本の男性の多くは，家庭で子どもと過ごす時間を増やしたいと思いなが

らも，職場のさまざまな要因から，仕事の調整を行うことは困難であると認識し

ている（高橋 201la,2014,Tak油田hiet al. 2014，善積 2014,Matsuda eta/. 2016). 

仕事と家庭のアンバランスは，男性にとっても，また女性にとっても，希望する

ライフスタイルとは言い難い（高橋 2011a).

アマルティア・センの提唱した，「ケイパピPティ・アプローチ」（セン 2006)

を援用すると，日本の労働環境の問題点は， WLB施策が提示する「制度的権利」

と権利を行使する主体である「個人（agency）の能力」との聞に隔たりが大きく，

個人が自己の望む生き方を選択し，実現する可能性と選択肢の幅が少ないこと，

と解釈できる（松田 2012，斧出 2013，善積 2014,2017）.状況を変えようと働

きかけることを促す制度的要因（ケイパピリティ群）が豊かでないともいえる

(Hobson 2014，高橋2011b).

叶うことならば仕事を調整し，家庭での時聞を増やしたい，と願う個人が，自

己の権利を行使できる状態を探究する目的で，制度的要因が大きく変化する状況

を想定した．そこで， WFBの達成度が高いとされる，スウェーデンを含む欧州先

進国に駐在員として赴任した経験がある日本男性に着目した．社会制度や職場風

土の異なる環境での生活体験が，羽目FBをめぐる彼らの意識や赴任先での働き方，

さらに帰国後の就労生活にいかに作用するかについて考察することとした

本稿では，主に日系民間企業の駐在員として，スウェーデンに赴任した経験を

もっ日本男性に焦点を当てる．早くから男性の家族生活も包摂する WFB施策を

講じてきた同国の職場風土と生活環境が，日本男性の働き方をめぐる意識と実践

にどのように作用するかを探っていく．さらにスウェーデンでの就労経験が，日

本に帰国した後の男性の働き方をめぐる意識と実践に与える影響についても考察

する．比較の視座から，日本男性の経験を通してみたスウェーデンの就労環境の

特徴を実証的に浮き彫りにし，日本の WFBの実現にむけた有効な方策について

も検討する．

2.研究の枠組み

2.1.研究の論点

WLBに関する先行研究をその焦点に沿って整理した松田（2012）は，当該研究

1本稿では子育て世代のワーク・ファミリー・パランス（羽市B）という視点から，同語を用い
るが，引用等の際は，ワーク・ライフ・バランス仰LB）も用いている．
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を¢激策レベル～マクロ（政治学・社会政策学等における福祉レジーム論やディー

セントワーク論），②企業レベル～メゾ（経営学におけるダイパーシティ・マネジ

メント論やワーク・ライフ・シナジー論），③個人・家族レベル～ミクロ（家樹士会

学・社会，L哩学等におけるコンフリクト理論やストレス論）に3類型化している（松

田2012）.子育て世代の人々が，諸制度を活用して働き方を調整し，家族との時間

を確保できる環境を構築するためには，これらの3領域一社会（マクロ），職場（メ

カ，家庭（ミクロ）ーを包括し，男女双方を包摂する領域横断的な議論と取組みが

求められる．就労者一人ひとりが，自己の権利を認識したうえで，実行に移すため

の方策を探るには，人々の意識と実践に影響を与え得る要因について，多角的な視

座から検証することが重要となる．さらにWLBを，①日常レベルの仕事と家庭生

活のバランス，と②ライフステージにおけるバランス，という二つの視角から捉え

た上で論じていくことも重要である（d.大石 2016).

しかしながら，ワーク・ライフ／ファミ P一・パランスが達成されている状態

を明確に定義することは容易ではない．生活の質をも包含する WFB/WLBにつ

いて考えると，例えば共働きカップルが，「仕事と子育てをなんとか両立させてい

る」状態のみを指して，「WFBが達成されている」とは言い難い．先述のセンに

よる「ケイパピリティ・アプローチ」をWLB研究に最初に援用したホプソンは，

その点を明快に指摘している．ホプソンは，スウェーデンをはじめとする EU諸

国において，就労者の権利とその権利を行使する能力との聞に隔たりがあると指

摘する．スウェーデンでは，男女双方が，稼ぎ手と家事・育児の担い手という二

つの役割を果たすことへの社会的期待は大きい反面，子育てのために労働時閣を

短縮する「権利」を，男性は女性と同等には享受できていない．男性のWLBを

めぐる意識や行動を理解するためには，国・職場・家庭領域を多層的に捉えるこ

とに加え，「国」を術撤してみるアプローチが必要であると説く（Hobson2016).

筆者らは，個人の福祉を「生活の質」の面から捉え（cf.セン 2006），働く人々

が自己の権利を認識し，仕事と家庭のバランスのとれた生活を送るべく，権利を

行使するメカニズムを探ってきた．スウェーデンとハンガリーにおけるWLBの比

較研究を行ったホプソンの研究チームと協力体制をとり， 2010年日本の共働き世

帯の男女を対象にインタピュー調査を実施した.2 同調査結果から，国の社会制

度と職場風土のあり方が，男性の育児休業取得やWLBをめぐる意識と実践に大き

く影響を与えている点が浮き彫りとなった．男女平等の観点より，先駆的なWLB

施策を講じてきたスウェーデンでは，国レベルでの包括的なWLB関連施策が整備

され，職場レベルでの実践度もきわめて高い．男女とも家族生活を重視すること

はごく自然なこととみなされ，子どものいる社員が働き方を調整しやすい職場風

Z関西圏在住で未就学児をもっ共働き世帯の男女雇用者計104人を対象とした
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士が広く定着している（Hobsonet al. 2014，高橋 201lc）.一方，ハンガリーで

は，日本と同様に，男性が育児休業を取得することはまだ一般に浸透しておらず，

経済的・社会的格差も大きい（Hobsonet al. 2014）.日本では，国レベルで掲げる

WLB政策と職場レベルでの実践との聞の隔たりが大きく，制度で規定された権利

とその権利を行使する能力との聞に希離があり，そこに男女差がみられる．また

先述の通り，日本人の男性の聞では，本人の希望に反し家庭より仕事を優先させ

る日常を送っている者の割合が相対的に高い．自分の職場のWLBに関する評価は，

労働時間の長さだけではなく，働きやすい職場環境のあり方にも連動している

(Takahashi et al. 2014，高橋 2011a).

グローパル企業におけるヨーロツパ駐在員の働き方に関しては，赴任先の労働

時聞が周囲の影響を受けて減少することを実証的に論じている山本と黒田（2014)

の研究がある．オーストラリア駐在員と同家族の生活の変化について捉えた多賀

(2004）による質的研究もある．しかしながら，日本男性の家族生活を軸に据え

る働き方や WFB/WLBをめぐる意識と実践が，社会制度や職場環境の異なる国

での赴任生活を通していかに変化するかを比較考察した研究はいまだ行われてい

ない．

2.2 家族生活を重視する働き方：スウェーデシと日本の此撤

働き方の多様性を包含する WLB施策を視野に入れるヨーロッパ連合（EU）で

は，子育てとケア責任の分担や男性の育児休業取得推進施策の必要性が説かれる

ようになってきている（EuropeanCommission 2011）.このような理念の基盤を

築いたのは，「男女とも稼ぎ手となり，ケアワークも担う」（dualearner, dual carer) 

社会を目指して先駆的な取組みを行ってきたスウェーデンであったといえる．本

節では，日本男性の赴任地であるスウェーデンの人々の WFBをめぐる意識と実

践について，日本と比較しながら概括しておく．

OECDが発表している年間平均労働時聞は，スウェーデンで1612時間，日本

は1719時間である．例えばドイツの同数値は 1371時間であることを考えると，

マクロレベルでは，スウェーデンと日本の聞に大差はないようにも思える．しか

し，その一方で，週の平均労働時聞が50時間以上の者は，日本で29.8%である

のに対し，スウェーデンでは僅か 1.1%で（ドイツでは 5.0%）と，その差は著し

い（OECDDatabase). 

働き方と家族生活をめぐる意識と実践を掘り下げてみると，スウェーデンと日

本の差がより顕著にわかる．スウェーデンにおける男女平等意識は，先進諸国の

聞でも高く，子どものいる男性が子育てのために仕事を調整しようとする意識と

実践度の高さも諸外国と比べて突出している．内閣府が 2015年に実施した「少
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子化社会に関する国際意識調査」のデータを用いた筆者の分析結果によると，子

どものいる男性（20際～49劇の聞で，「子育てに当たって利用したい／利用し

たかったと思う制度」と実際に「利用した制度」で，「希望」と「現実」のギャッ

プが最も小さいのは，スウェーデン人男性にとっての「育児休業制度jである．

表 1にあるように， 86.9%が同制度の利用を希望し，また実際に利用した経験が

ある．最もギャップが大きいのは，日本男性にとっての「父親休暇制度」で， 41.8%

が同制度の利用を希望しているのに対し，実際に利用したのは 3.6%(41.8%-

38.2%）にすぎない（高橋 2016a).

表 1 子育てに当たって利用したい／利用したかったと思う制度（希望）と実際に利

用した制度（現実）一子どものいる男性（20・49歳）の回答 （複数回答可）（%）

スウェーデン 日本 フランス イギリス

(N:175) (N:170) (N:181) (N:180) 

希望 現実 希望 現実 希望 現実 希望 現実

育児休業制度 86.9 ±0 24.1 企20.6 21.0 .A.6.6 16.1 企5.6

父親休暇制度 74.3 +2.9 41.8 企38.2 24.9 .A.3.3 42.8 企10.6

短時間勤務制度 38.9 企16.0 22.4 企22.4 17.1 企10.0 16.1 企6.1

在宅勤務 39.4 企9.1 4.7 .A.4.1 5.5 企4.4 8.9 .A.3.9 

子どもの看護休
70.9 企5.2 12.4 企10.0 21.0 企10.5 3.9 企2.2

暇制度

出典：高橋 2016a，表3-7A,内閣府子ども・子育て本部『平成27年度調査 『少子化社会に

関する国際意識調査報告書』

同調査の対象者のうち， 18歳未満の子どものいる有配偶女性の回答から，夫妻

の生活時聞を算出してみた．まず週間平均賃金労働時聞をみると，スウェーデン

では夫40.7時間，妻32.9時間で，日本は夫48.7時間，妻23.9時間である．平

日に家事・育児に費やす平均時間は，スウェーデンでは夫3.0時間（妻3.9時間）

であるのに対し，日本では夫0.9時間（妻4.6時間）で，日本の男性が家庭生活

に関わる時聞は，スウェーデンの男性に比べて明らかに少ないことがわかる（高

橋 2016b).

さらに「仕事に充てる時聞が長すぎるために，家事や育児を果たすことが難し

くなっていると感じる」という主張に対し，「そう思う」と回答した男性の割合が

最も高いのは日本（22.4%）である（表2）.日本男性が，自身の子育てや家庭役

割を意識しながらも，仕事の事情がそれを許さないと感じていることがわかる．
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表2 仕事に充てる時聞が長すぎるために，家事や育児を果元すことが難しくなって

いると感じる 一男性の回答（%）

どちらか どちら どちらかと そう
そう わから

主いえば ともい いえばそう 思わ 合計
思う ない

そう思う えない 思わない ない

スウェーデシ 9.8 24.3 11.5 29.2 23.6 1.6 306人

日本 22.4 24.0 14.1 14.7 19.9 4.8 312人

フランス 4.9 22.2 14.8 19.0 33.8 5.3 284人

イギリス 7.7 20.8 19.0 19.0 27.4 6.2 274人

出典：内閣府子ども・子育て本部 『平成 27年度調査少子化社会に関する国際意識調査報告

書』，pp.252,274, 296, 318. 

3.スウェーデシ盟主員・元駐在員調査の概要

3.1.調査目的・手法

筆者らは， WFBの実現度が相対的に高い固として，先述のスウェーデンに加

え，ワークシェアリングで知られるオランダと労働時間が相対的に短いドイツを

調習す象国とし，いずれかの国に妻子帯同で赴任している日本男性，ならびにい

ずれからの国への駐在を経て帰国した日本男性に着目した．社会制度や職場風土

の異なる環境での就労生活を通して，働き方や家族生活に関する意識と実践が変

化するか否かを探り，グローバル化が進む中，日本男性の WFBの実現のための

新たな方法論を創出することを主眼に据えている．赴任国の社会環境，企業文化，

職場のマネジメントのあり方がWFBにむけた彼らのケイパピリティに影響を与

えていくプロセスを丹念に考察し，駐在経験者の帰国後の働き方を検証した上で，

個々人がケイパピリティを用いて，調和のとれた生活を実現させるメカニズムの

解明を目指すものしたさらに職場のマネジメントを担う管理職として赴任中／

赴任経験をもっ日本男性にもインタビューを行い，管理者として，また就労者と

しての WFBをめぐる認識・実践の変容についても探った国際比較の視点から

日本の子育て世代の男女を対象に行った調査で得られた知見に基づき，個人の

WFBに影響を与える要因を，社会支援（マクロ），職場（メゾ），家庭（ミクロ）

の3領域から捉え（表3），調査項目を策定した．
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表3 個人のWFBに影響を与える要因

家庭領増 職場領蟻 社会支援領域

。本人の財（収入・学歴） 。企業文化 ・社会的権利

。E偶者の財 。職場の風土 。国レベルのWLB施策と

。夫婦聞の仕事・家事・ 。職場のマネジメント 各種休業制度

育児分担 。休業制度等，而立支援制度 －地域ネットワーク

・夫婦の権力闘係・支渉力 の利用しやすさ・柔軟性 ・保育・ケアサービスの利便

。家族・友人ネットワーク 。仕事の柔軟性・自己裁量度 性と柔軟性

。仕事の安定性 。祉会セクターの影響

。上司・同僚の理解や協力・

信頼関係

。職場の男女比

。労働組合の影響

まず2013年にスウェーデン（ストックホルム，イェーテポリ），オランダ（ア

ムステルダム），ドイツ（ミュンヘン）に赴任中の日系企業の駐在員を主な対象と

して，次いで2014年～2015年にこれら 3カ国のうちいずれかに駐在経験を有す

る，日系企業の従業員（関西圏と関東圏に勤務）を主な対象として，下記の要領

でインタピュー調査を実施した①駐在員調査，ならびに， q涜駐在員調査の対

象者のリクルート作業は，各国のコーディネータに委託して行った．さらに②の

対象者の一部は，①の回答者を介して協力を得た．いずれの対象者へも事前にア

ンケート調査票を送付・回収し，対象者の属性と基本的な就労・家族状況を把握

したうえで，「半構造的（Semi-structured）」手法を用いたインタビュー調査を

行った. 3 

①駐在員調査： 2013年 8月～9月

－対象者：日系民間企業を中心として，いずれかの国に 1年以上前に赴任し，

インタピュ一時に 13歳未満の子どもがいる男性社員

－回答者（35名）：スウェーデン駐在員（9名），オランダ駐在員（13名）， ド

イツ駐在員（13名）

3 インタビューは，研究会メンバー5人で分担して行い，所要時聞は1件あたり約2時間で，

なかには3時間におよぶケースもあった．対象者は，日系企業の社員（正規・ホワイトカ
ラー）が中心であるが，外資系企業の社員も一部含まれている．本調査対象者の特質から，
個人が特定されないよう，記述方法には特に配慮している．
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②元駐在員調査： 2014年9月～2015年3月

・対象者：いずれかの固の日系民間企業を中心に，妻子帯同での駐在経験があ

り，日本帰国時に 13歳未満の子どもがおり，帰国後概ね5年未満の男性

社員で，関西圏・関東圏在住者

－回答者（30名）：スウェーデン駐在経験者6名，オランダ駐在経験者10名，

ドイツ駐在経験者14名

本調査は，社会制度が異なる環境に身を置いた日本男性の意識と実践の変化を

考察し，その背景要因を探るべく設計した．働き方と家族生活のあり方について，

「スウェーデン駐在員」には，赴任前とスウェーデン駐在中，「元駐在員」には，

赴任前，駐在時，帰閏後といった時間軸に沿って，多元レベルでの意識と実態を

把握し，変化を明らかにできるように質問項目を設定した

個人のWFBの実践は，ライフステージでのWFBと日々の生活における WFB

の両側面から捉える必要性があり（d.大石 2016），また日々 のWFBは将来的な

ライフステージのキャリアを見据えての実践でもあるだろう．日本の民間大手企

業から外国の現地法人に派遣され，多くの場合，出世コースに乗っている駐在員

という立場と，日本国内で勤務している際の立場と前提は同じではないかもしれ

ない． しかしながら，日本の環境でのさまざまな制約を解かれ，自己裁量度が高

まる駐在員として，現地の就労環境や社会風土に接することで変わる何かがある

のではないかと捉えた．

3.2.インタピュー対象者の概要

本稿では，社会環境と環境風土の変化が，日本男性の働き方と家族生活をめぐ

る意識と実践にどのように影響を与えるか，という視座から考察すべく，前節で

述べた三つの調査の回答者のうち，スウェーデンに駐在経験がある男性に焦点を

当てる．スウェーデンに妻子帯同で滞在中の男性7名（「駐在員調査』回答者） 4 

とスウェーデンに妻子帯同で駐在した経験をもち，日本に帰国後，関西圏あるい

は関東園に勤務する6名（「元駐在員調査I回答者）の合計13名を分析対象とする．

インタピュー対象者の概要を整理しておこう．本稿では，スウェーデンに滞在

中の者を「駐在員」，スウェーデン駐在を経て日本に帰国した者を「元駐在員」と

称す．

4スウェーデンに滞在中の 9名のうち 2名はEU内の他国に駐在した後，スウェーデンへ異動

していた赴任直前の日本での生活との比較を行う目的から，本稿での分析対象から外した．

スウェーデン，オランダ，ドイツの駐在員を包含した分析については， Talc油価Metal. (2014b), 
岡3カ国のいずれかに赴任した経験をもっ元駐在員の帰国後の就労生活の分析については，

善積。017）参照．
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対象者の年齢は，駐在員では 40歳～44歳が4名， 45歳～49歳が3名で元

駐在員では， 35歳～39歳， 40歳～44歳が， 50歳～54歳がいずれも 1名ずつ，

45歳～49歳が3名である．

スウェーデン滞在期間は，駐在員で1年4ヵ月～4年 10か月，元駐在員では1

年 1ヵ月～6年6ヵ月である．職種をみると，技術職は，駐在員，元駐在員とも

5名ずつ，営業職はそれぞれ2名， 1名となっている．産業別では製造業が中心

で12ケース，運輸業1ケースである．

管理職（課長以上）は，現地在住者で6名，元駐在員で5名である．駐在員の

うち一人は，現地法人の上位管理職である．

駐在員の職場は，日系企業5ケース，外資系企業2ケースで，外資系企業に勤

務する 2名は，日本閏内の同系列会社勤務を経て，スウェーデンに赴任していた．

駐在員の職場では，日本人社員は対象者本人のみが 4ケース，日本人社員は

全体の 1割以下の所は 3ケースで，職場の同僚の圧倒的多数はスウェーデン人

や他国の出身者である．現地の上司がスウェーデン人であったのは 4ケース，

他のヨーロツパ園出身者が3ケースである．

元駐在員が日本に帰国してからの期聞は，最短で10ヵ月，最長4年2か月で

ある．彼らの現地での上司がスウェーデン人であったのは 4ケース，日本人 1

ケース，他ヨーロツバ国出身者1ケースである．

生スウェーデン駐在員の働き方と家族をめぐる意識と実践

本章では，赴任先のスウェーデンの職場環境が，日本男性の働き方をめぐる意

識と実践にどのように作用しているかについて考察する．さらに彼らの WFBを

めぐる意識の変化を現地の家族生活のあり方から探る．

4.1.スウェーデンの職場環境と働き方

駐在員として海外の現地法人に赴任する者は，現地で役職が上がり，裁量労働

制で働くことが多い．労働時間等の条件については原則的に現地の労働法が適

用される．スウェーデンの法定労働時間は週 40時間で，団体協約のある民間企

業のホワイトカラー従業員では，週37.5時間の場合もある．民間企業の年次有給

休暇は 5週間で（国家公務員は 6週間）， 6月から 8月の聞に 4週間連続で休暇

取得する権利を有している．

本調査対象者の実労働時間を，赴任前と比較すると， 7名中6名が，スウェー

デンでの労働時間の方が短いと回答している．現地の実労働時間が週 40時間未

満の者は 1名， 40時間以上～45時間未満の者は 3名， 45時間以上～50時間未

満， 50時間以上～55時間未満， 60時間以上，がそれぞれ1名ずつで，平均する
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と週45.4時間である．赴任前の日本では， 55時間以上～60時間が3人と一番多

く， 40時間以上～45時間未満， 45時間以上～50時間未満， 60時間以上がそれ

ぞれ1名で，週平均54時間である．

本調査では，日本男性の「仕事」，「家庭J，「自分の時間」のバランスを把握す

るため，全体を「10」とした時間配分（明店百）について，事前アンケート調査に

記入してもらい，インタピュー調査にて，「現在」と「赴任前」の時間配分を確認

する手法を採った．現地での生活と赴任前の生活状況を数値化することで，個人

が認識する WFBの変化を捉えることができるのではないかと考えたからである．

表4 スウェーデン駐在員の働き方の変化

対 スウェーデンでの 日本での 週間実労働 現地で取得 現地の

象 WFB 画の配分 時間の日瑞差 した年次有 仕事量

者 日：雑：自分 との差 給榊匝

A 6 : 3 : 1 変化なし 変化なし 30日 多い

B 6:2:2 減少 10時間減 15日 やや多い

c 7 : 2 : 1 減少 10時間減 15日 やや多い
｛ 

D 6:2:2 減少 20時間減 25日 あまり多くない

E 6:4:0 減少 5時間減 20日 多い

F 9 : 1 : 0 変化なし 10時間減 20日 多い

G 7 : 2 : 1 減少 5時間減 14日 多い

スウェーデンに赴任して「仕事」にかける時間の割合が減ったと捉えている 5

つのケース（B,C, D, E, G）では実労働時間も減少している.WFBの仕事配

分に変化はないが，労働時間そのものは減少しているケース（F），時間配分時間

配分，労働時間いずれにも変化がないケース（A）がそれぞれ 1名いる．興味深

いのは，現地の仕事量を「多い」と捉えながらも，労働時間も仕事への配分も日

本在住時と比べて減少していると認識している者が 2名（E,G）いる点である．

有給休暇の取得日数は， 7名とも日本に居た頃より増加している．スウェーデ

ンの職場では，先述の通り，夏季に4週間前後の連続休暇を取るのが慣例となっ

ていることに影響を受けている様子が，対象者の語りからもうかがえる．日本の

職場では，有給休暇は 1日単位で取得するか，大型連休や年末年始と合わせて取

るのが一般的とされる．職場で周囲が仕事をしている時期に，レジャー・旅行等

の目的で1週間単位の休暇を取るのは好ましく思われない風潮もある．

日本在住時と比較して実労働時聞が減少したとする 6名の語りの分析を通じ

て，彼らの働き方に影響を与えたと思われるスウェーデンの職場風土の特徴を導
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出すると，次の4点に集約できる； (1）自己裁量度の高さと効率性，（2）働き方の

柔軟性，（3）長期連続の有給休日民（4）男性の育児休業．ここでは，スウェーデン

駐在員の語りから浮き彫りになったそれぞれの特徴について論じていく．

( 1）自己裁量度の高さと効率性

国際比較研究の一環で，かつてスウェーデン企業の人事労務担当者へのイン

タビュー調査を行った筆者は，同国のホワイトカラー社員の職場レベルでの働

き方やマネジメントの特徴として，「責任の下の自律」と「信頼関係」という三

つのキーワードを導出した（高橋 2011c）.本調査の回答者も，スウェーデンの

職場風土について，自己裁量度の高さ，個人の権限と責任の明確さ，所定労働時

間内の勤務，といった特徴を挙げている．役付きで裁量労働制を採っていても，

現地の職場で共有される時間観念に影響を受げたことで，働き方を効率化し，

労働時聞を減らすことが可能となっている傾向が読み取れる．

両国で決定的に違うのは，就労時聞に対する考え方です．スウェーデンでは，

労働時聞はこれだけだから，できる仕事はこれです．日本では，これだけの仕

事があるから，これが終わるまで帰れません（ケースD:40代，技術職，滞在

3年5か月）．

（スウェーデンでは）自分の時間ははっきりしていて，それ以上まで仕事を

するという雰囲気はないです．日本は多少ありました少し無理をしてオー

バーワークになるということはありました．締め切りに関する考え方の違

いがあります．日本は締め切りが守れなければクピになってもしょうがないく

らい．こちらは，もともと締め切りははっきりしていなくて，やることは決め

るが，間に合わなければ伸ばしましょうと（ケースE:40代，技術職，滞在3

年 1ヵ月）．

こちらは自分のことが終われば周りが働いていても，とがめる雰囲気はな

いです．一人ひとり役割や業務を明確に決められています．日本はそうは言っ

ても忙しい時に用事があるからというと，協調性がないとか，マイナスの評価

を受けます．日本人はそういう傾向があるのかなあと．困っていれば助けると

いうチームワークで動きます．マネジメントの仕方はずいぶん違います（ケー

スF: 40代，技術職，滞在1年4か月）．

ヨーロツパに駐在していても，現地の職場に日本からの駐在員が多く，日常的
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に日本人と仕事をする環境にあると日本の働き方が踏襲される場合もある． ドイ

ツに欧州本社を置く日系企業の駐在員の語りがそのことを表している．

比較的，こちらのローカルは早いですよね， 9時にきて 5時には皆いなく

なってしまう．

ドイツの本社は日本人が 30人近くいます．上司はドイツにいる日本人．そ

の方達が社長，副社長というポジションなので，皆，なかなか帰ったりしづら

いです（ケースc:40代，技術職滞在2年7か月）．

現地の業務遂行方法を体得し，日本での働き方の問題点を指摘する声もある．

日本人が多く勤務するドイツ支社との比較からスウェーデンの職場風土の特徴に

言及している上述の男性は，次のように指摘する．

日本人が多いと社内打ち合わせが多く，社内レポートを作ったり，と余計

な作業が多い． ドイツにいる人達は，ほとんど日本と同じように働いていま

す．日本やドイツは社内向け，他の部や他の課に対する仕事が多い．こちら

（スウェーデン）は，チームでお客さんごとに担当がいて各営業についてい

く．お客さんごとのミーティングが多くても週1回.2時間くらいでいいけれ

ど，日本だったらほぼ毎日，半日は会議（ケース C).

（日本での）仕事量は正直あまり多くないが，日本で多かったのは，同じ事業

部に大勢の人がいて，報告や対応に時間が取られたからと突発的な報告書の要

求もあったから（ケースB:40代，営業職，滞在4年 10か月）．

ケースDの語りにもあるように，所定労働時間の枠内で1日の業務を終えるの

は，スウェーデンの就労者にとってごく当然の権利である．それが実践されてい

ない職場の問題点について，日本を備服してみることができる状況に身を置いた

ことで，あらためて認識したといえるのではないだろうか．

(2）働き方の柔軟性

現地の職場で，「性別や役職に関係なく育児や家庭の事情で仕事を休むことは

当たり前という雰囲気があるか」という聞いに対し， 6名が「あてはまる」， 1名

が「どちらかといえばあてはまる」と回答している．所定労働時間内に仕事を終

えることをごく当然として，家族生活を重視するスウェーデンの同僚の働き方

に触れ，日本での働き方の問題を認識したという指摘もあった．共働きが標準
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となっている同国の職場では，男性も日常レベルで家事・育児を担うことが規

範化している．

所定労働時聞は 37時間ですが，時差があったりして，運用はかなり柔軟に

されています．パソコンと携帯があれば仕事はできるので，することさえすれ

ほ家にいる必要があるときは，家でしでも何も文句は言われません．パソコ

ンはいつでも持ち歩きます．フレックスでもあるので，残業時聞は発生しませ

ん．

例えば子どもが病気であれ氏休んで家で仕事をして当たり前です．共働き

が多いので，子どもが病気の場合は，家にいないといけない確率は半々．日本

の場合はそこまでフレキシプルではなかった（ケース E：子ども 2人，末子8

歳）．

（家庭の事情で仕事を調整〉普通にしています．スウェーデンではそれほどく

当たり前のことなので，別にそれを調整というか止めようということは，やり

ょうがないし，やるつもりがないですし，それが当たり前の世界（ケース G:

40代，営業職，滞在4年8か月，子ども 2人，末子10歳）．

家庭の事情等で一旦帰宅し，自宅でログインして一部の仕事をこなすという働

き方は，スウェーテ’ンのホワイトカラー社員の聞で浸透している.5後述する育

児休業制度は， 1日を最大8分割して，つまり 1時間単位で取得することができ，

子どもが8歳に達するまでは労働時間短縮制度（最大25%短縮可能）と併用する

ことも可能である．職場に居る時間の長さが仕事の評価対象になるのではなく，

出した結果で評価されることは，先述の「自己裁量度の高さ」とともに WFBが

向上する要因であると思われる．

(3）長期連続の有給休暇

年次有給休暇は最低 5週間と定められているスウェーデンで，休暇の消化率

は高く，管理職に就く者も 4週間連続の休暇を取るのが慣例となっている．ま

た取得する休暇日数はヨーロッパ内でも長いとの指摘もある．現地駐在員とし

て，日本と欧州本社にむけた責任を担う立場にある場合，スウェーデン人と同

等の連続休暇を取得することは困難である．それでも 赴任前に比べると連続

休暇へのハードルは格段に低くなり，対象者全員が，家族で欧州内を旅行する

5 2016年8月にストックホルムに本社をおく企業2社を対象に現地で行ったヒアリング調

査においても同国の働き方の動向について確認した．
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等の目的で，有給休暇を積極的に取得している．

スウェーデン人は上司も 4週間休みます．

赴任した年から，有休はほぼ 100%レジャーで取りました家族と小旅行に

行色 1回に2週間ずつ位で複数回取得しています．夏休みは2週間取り，秋，

冬に2週間と 3回位（ケースD：有給休暇25日取得）．

家族との時聞を取ることが許容されることです．長い休みをとるというのが

普通のこと．夏休みは 4週間で，有休を合わせると 6週間とれることです

（ケース E：有給休暇20日取得）．

日本企業から外資系企業に転職し，赴任前の日本においても 20日間の有休休

暇を取得していた男性は，スウェーデンの職場の方が仕事量は多いにもかかわら

ず，労働時聞をコントロールして仕事配分を調整し，日本在住時より 10日間多

い有給休暇を取得している．

夏に4週聞取っているのは，ヨーロッパでもスウェーデンだけ，中には溜めて

おいて6週間取る人もいる．こちらに来るまでヨーロッパはみなそうかと思って

いたら，（同僚の）デンマーク人が「こんなのスウェーデンだけだ」と（ケース

A:40代，上位管理職，滞在2年5か月，有給休暇30日取得）．

現地社員の有給休暇中に業務が停滞しないよう，日本人駐在員がバックアップ

に回らなければならいことも相まって，長期休暇が定着している状況をやや否定

的に捉えている男性もいる．

この国， 7月はほとんど誰も働いていないと思っていいです．お客さん， Z

社とか誰もいない．日本では考えられないが，みな 4～5週間完全に休みを

とるので， 6～7月， 8月頭まで暇になります． ドイツもここまでは極端で

はないが，ここは極端．ドイツ人は最低2週間，長い人で3～4週間とるが，

ここはみな3,4週間，長い人は5週間以上とっている.3週間以下の人はほ

ぼいない．社内でも取引先でも．誰もいないとまずいので，日本人が出てい

る（ケースG：有給休暇14日間取得）．

(4）男性の育児休業

先述の通り，スウェーデンでは，男性の子育てを視野に入れた WFB施策が講
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じられてきた．出産に伴う 10日間の父親休暇は当然の権利として消化され，子

どもが2歳になるまでに取得された育児休業日数の平均は，母親で 13カ月（う

ち親保険知合期間は9か月），父親は3.5か月（同2か月）である（臥ivanderoch

V也lund2014）.子育て世代のスウェーデン男性の家族生活を重視する働き方を職

場だけでなく，取引先や地域社会で目にする機会を得た日本男性に新たな視点が

生まれている．

男性が積極的に育児に参加すべきというのは普通．男性の育児休暇はみんな

取る．行使しないと「なんで取らないの」という感じ．男性で長い人は 1年間

いない．半年の人もいていろいろ．取り方はいろんな手があり，なんであんな

に長いのということもある. 6カ月くらいという人は普通にいる．

自分の家庭の事情で仕事を休むのは当たり前．日本の場合は，男性が子ども

のことで休むのは休みにくい（ケースE：子ども 2人，末子8歳）．

共働きで，奥さん達も働いているので，男性もどうしても子どもを迎えに行

かなければならないという状況．

弊社は日本でも家族優錨句な会社で，女性の育休は当然です杭男性は取っ

ていない．スウェーデンではみんな取っている（ケースC：子ども2人未子7鵡．

（性別に関係なく休むことは）当たり前という雰囲気．日本で制度はあっても

実態としてはなかなかそうなっていない．男性は積極的に育児をするべきとい

う雰囲気はある.10～20年前はわからないが，今の人たちはやっている．実験

的なことが好きなので．仕事でもそう．これまでのことを否定して全く違うこ

とをするというスタイル，思ったより d思い切ってする（ケースF：子ども 3人，

末子4歳）．

本節では，日本男性の働き方をめぐる意識と実践が変化した要因を職場風土に

焦点を当てて考察してきたが，いずれの場面でも，個人の家族生活とプライベー

トを重視する考え方が通底している．家庭生活が可視化され，情報が共有されて

いるともいえる．

職場で家族の話題がよく出ます．

土日は家族の時間とされ，職場関連の行事は週末には設定されない（ケース C).

みんなおうち大好きなんだな，と．仕事上トラプルがない金曜日，午後5時3
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分になったら周りに誰もいない．東京だったら，じゃどこか飲みに行こうかと

なる（ケースD).

上司は配慮します．子どもが生まれたときとの休暇とか，もともと法律があ

り行使しているので， とやかくいえない．帰りますと言えば，はい，というだ

けです．気遣わなくても 私はこうだからこうだと言う．スウェーデンでは配

慮する必要はないです．マネジメントの仕方はずいぶん違います．まず制度が

違う．子どもができれば休暇の権利を行使する．日本だとちょっと残業して，

と期待して，言わなくてもしてくれるが，こちらでは，私は子どもを迎えに行

かなくてはならない， と言って4時半に帰るので（ケースF).

上述のケース Fの語りや長期休暇の取得に関するケース Gの語りから，ス

ウェーデンの職場で実践されている家族第一の働き方全てを必ずしも好まし

いと捉えているわけではない心境も読み取れた．夫婦共働きは自分の生活に

とっての理想ではない，という声もあった．そこには個人のジェンダー意識が

作用すると思われるが，働き方や家族生活をめぐる意識と実践の変化のプロセ

スと個人のジェンダ一意識との関連については，別稿で論じることとしたい．

4.2. 家族生活を軸とする働き方へ：意識と実践の変化

前節で論じたスウェーデンの職場での働き方の特徴は，日本男性の現地での家

族生活に少なからず影響を与えている．表4で提示した，「仕事」，「家庭」，「自分

の時間」の配分をみると，「家庭」への配分が赴任前より増えたと捉えているのは，

7ケース中 4ケース（B,C,D,E）である．実際，彼らの家族との時間の過ごし方

は，大きく変化している．とりわけ顕著な変化は，平日の夜の過ごし方で，帰宅

してから子どもと過ごす，家族全員で夕食を共にする， という日本では叶わなか

ったことを実践している．

日本では平日，子どもが起きる前に会社に行って，寝てから帰って来てとい

う日々，ずっとそうでした（ケースB).

（子どもと接する時間）断然多くなった，平日も土日も．特に平日は，日本で

は子どもが起きている時間には帰って来てなかった．話す機会が多くなった

（ケースC).

現地で家族と過ごす時聞がもてたことで，家族に対する意識や，家族との関係
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性にも変化が生じている．

ここに駐在しているからこそ，（家族との）粋が強くなったと思う（ケースB).

一緒にいる時聞が増えたので，より親密に．子どもの年齢にもよる．中学生

くらいになると父母より友達になると思うが．父親は一緒にいられるのだった

ら一緒にいる時聞を増やした方がいい．一緒にいることが大事だι思う（ケー

スE).

家族生活が，質・量ともに赴任前より向上したという認識は，対象者全員が共

有していた慣れない外閏に暮らすことで，家族の結束力が強まるという状況も，

家族の幹を深める要因となっているとも考えられる．

会社が終わって平日に夕食を子どもと一緒に食べられること，それは非常に

いい時間の使い方だと思います．

朝，自分が家を出ようとすると，子どもがまとわりついてくるようになった．

とても可愛い． じゃ早く家に帰って，寄り道せずに遊ぼう， となる．良い循環

が生まれる．日本に居たらそうはできず，週末まとめて遊ぼうと思っても，そ

うならない（ケースD).

スウェーデンでの就労生活が，自身の家族生活とワーク・ファミリー・バラン

スをめぐる意識に何らかの変化をもたらしたと認識しているのは，日本在住時も

外資系企業に勤務し，積極的に WFBを実践していた男性（ケース A）を除く 6

名全員である．

スウェーデン人をみているから理想が上がった日本では，ワーク・ライフ・

バランスの理想など想像もしていなかった．

こういうことで成り立っている固が先進国の中にあって，心豊かな生活をし

ている所があって，と考えると，日本に帰って，正直，昔みたいな仕事はした

くないって思う（ケースB).

仕事は家族との時聞を犠牲にするものではないことを身をもって経験した．

子どもと過ごす時聞を重視することは，日本でも続けたい（ケースD).

業務運営上，スウェーデンの職場での労働時聞が長く，家族との時間も日本と
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比べて増えているわけではないとしながらも，現地での生活を通じて， WFB観は

変わったと認識している男性もいる．

余暇の過ごし方について発想が変わったかと思う．公園でゴザを広げてぼーっ

と1日過ごすとか，そういうようにのんびりするのもいいよねと．日本に帰って

も継続するところはあると思う．

駐在していなくても，スウェーデンの人と仕事をしていく中で変わっていく

人叩槻にいる（ケースF).

複数の対象者が，現地で優先させる家庭の事情として挙げていたのは，子ども

の受診等の付き添いである．妻の英語力にも関係するが，海外駐在員として一定

の英語力を備えている彼らは，病院や学校といった公共機関に対応する役目は自

分が担うもの，と認識している. B本在住時にはなかった，父親役割の新たな規

範が生まれているといえる．

5.帰国後の働き方とWFB：スウェーデン元駐在員の経験

5.1.労働時間とWFB

本章では，スウェーデン赴任経験のある「元駐在員」 6名の帰国後の働き方と

職場での実践に焦点を当て，現地での就労体験が，帰国後の働き方をめぐる意識

と実践にどのように作用しているかについて考察する．前章で提示したスウェー

デンの職場での特徴を，元駐在員も体感していたからである．

現在（インタピュ一時）の実労働時間と仕事量をスウェーデン駐在中と比較し

たところ， 6名全員が帰国後の方が「増えた」と回答している．現在の実労働時

聞が週45時間以上～50時間未満の者は1名，50時間以上～55時間未満が2名，

60時間以上は3名で，平均53.8時間である．スウェーデン駐在中は， 40時間未

満が 1名， 40時間以上～45時間未満は2名， 50時間以上～55時間未満は3名

で，週平均44.6時間である．スウェーデンでの労働時聞が55時間以上と回答し

た者はいなかった．

「仕事」，「家庭」，「自分の時間」の配分をみると，表4で示したように， 6名

とも帰国後に「仕事」の割合が増えたと認識している．その一方で， 6名全員が

スウェーデン駐在経験を経て，働き方や WFBのあり方をめぐる自己の意識が変

わったと捉えている.6 

6元駐在員の帰国後の労働時間と仕事量の増加の背景については，善積（2017）参照．
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表4 元スウェーデン駐在員の帰国後の働き方と職場での実践

対 帰国後の スウェーデン 帰国後の週 帰国後の職場での 働き方・

象 四 面： での WFB 問実労働時 実践。 WFBを

者 家庭：自分の 国：雑： 聞の変化 めぐる

時間 自分の時間 意識変

化

H 5 : 4 : 1 4 : 5 : 1 3時間増 ①②③（4）⑤ 有り

7 : 2 : 1 6 : 3 : 1 10時間増 ① 2 ③④  5 有り

8 : 1 : 1 5 : 4 : 1 12時間増 1 2 ③（4) (5) 有り

K 4:4:2 3 : 5 : 2 10時間増 1 2 3 (4) (5) 有り

L 7 : 2 : 1 6 : 3 : 1 10時間増 1 2 ③④⑤  有り

M 同： 2: 1 同： 3: 1 10時間増 ① 2 ③④⑤  有り

＊次節で提示する 1～5の行動について，「はい」と回答した場合はOを，「前からやっている」

と回答した場合は，（）を付けている．

5.2.家族生活を重視する働き方へ

元駐在員調査では，スウェーデンでの就労経験が帰閏後の働き方に影響を与え

ているかどうかを探るため，次の5項目に該当するかどうかについて尋ねている．

回答の選択肢は，「はし山「いいえ」，「前からやっている』で，回答結果は表4の

「帰国後の職場での実践」として示している．

1. 早く退社するようになった，

2. 有給休暇を，より多くとるようになった．

3. 会議を短くするように，心がけるようになった．

4. 仕事におげる優先順位を，より意識するようになった．

5. 家庭の事情で仕事を調整するようになった．

これら5項目の実践は全て仕事の効率化に関連するものであるが，なかでも「1」，

「2」，「5」は，家族生活に直接影響を与え得る．帰国後，この5項目全てを実践

していると回答しているのは，ケース Hである（「4」は「前からやっていると」

と回答）．勤務先が，近年，スウェーデン系企業グループの傘下に入り，グローパ

ル企業となったことで，マネジメントのあり方が変化してきたことも，上記の実

践を後押しする要因であるとしている．現在の上司はスウェーデン人であること

に加え，外国人が出張等で職場を訪れ，日本に滞在し始めたことも契機となり，

日本人が遅くまで働いている状況が問題視され，「プライベートの時聞を取るよ

うに」といった呼びかけも行われている．帰国後の通常の勤務時間は 8時 30分
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～18時30分で（週43時間労働1), 19時30分頃には帰宅し，なるべく家族と夕

食を共にできるように心がけているという．帰国後，有給休暇は年18日取得し，

お盆休暇以外で，子どもの夏休みの開始時期に4日間続く休暇を取得し，家族旅

行に出かけた．スウェーデン駐在中は年 30日間取得していた赴任前にはその

ような休み方はできなかった．家庭の事情があって重要な会議に出席できずとも

「当然，家族が最優先だから気にすることはない」と捉える組織風土に変わって

きている．

子どもが風邪を引いた，奥さんが風邪を引いたといって休み取ってましたけ

ど，「当然なんだよJ，「気にすることないし，それを最優先しなきゃいけないん

だよ」という意識に変わってきました．

前は，働いてる聞は，やっぱり仕事の比率が高くて，プライベートとか家族

は二の次のような感覚でいたんですけど，今は向こうの経験もあってなんで

しょうけど，別に働いている期間って40年位あるから当然長い時間を占めて

はいるんですけど，でも人生でみると働くことが全てじゃないので．働くの

大事なんですけど，それと同じように家族，プライベートな時間ですね，家族

と過ごす時間，自分の時間含めて，両方が自分にとって満足いくようにする

のが理想なんだなっていう（ケースH:40代，スウェーデン駐在1年 1ヵ月，

帰国後1年9か月，技術職，子ども 13歳）．

帰国後の職場での実践度が高いケースLは，妻がスウェーデンで子どもを出産

したため，現地の法律に則り， 2週間（10労働日）の父親休暇を取得していた．

スウェーデンではそれは取らないといけないという法律があって，そのまま

取らせてもらいましたね．実際にメールが来てました，病室から．一緒に病室

で泊まらせてもらうんです．スウェーデンって何かすごくて，家族で泊まる部

屋みたいなのを用意してくれて，子どもが生まれたらその部屋に一緒に住むん

です（ケースL:30代，技術職スウェーデン駐在4年9か月，帰国後10か

月，子ども 2人，末子1歳v.

スウェーデンで家族が名実ともに一緒に過ごすことを経験し，日本に帰国後も

朝食と夕食は基本的に家族全員でとり，平日の夜も子どもと過ごす時閣をとって

いる.WFBの配分の理想は「仕事4：家族企自分2」で，仕事の上でも理想に近

づけるよう意識しているという．
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（理想、のWFB(4:4:2）について）

近づけたいなと思ってますね．でも仕事は多分．今より減ることは厳しい

気がするので，でも近づけたいとは思いますね．

（そうすると何か努力できるところというと，どういうところか）

努力できるところ．もっと仕事の効率を上げることしかないですかね．

（仕事の効率を上げることについては，意識しているか）

意識はしてますね．だから今8時に帰るように目標にしているんですけど，

それは7時であったりできれば嬉しいかなと思ってますけど（ケースL).

帰国後の働き方の変化について，スウェーデン駐在の影響に言及しているのと

同時に，日本を離れている聞に企業風ヰが大きく変わり，フレックスタイムが導

入され，家庭の事情で働き方を調整しやすい土壌が生まれているという指摘もあ

る．

今は結構，フレックスとか取りやすい雰囲気ですね．だから別に，今日は

ちょっと子どもが風邪引いたから病院に連れて行くので，今日 10時半から

出社しますとか言いやすい風土がありますね（ケース L).

ケース Lの上司もスウェーデン駐在経験者で，子どもの出産後1ヵ月位は，子

どもの面倒をみるために毎日午後5階屋社を実践していたことも，ファミリーフ

レンドリーな職場づくりを後押ししたのだといえる．

帰国後の職場での実践度が高いもう一人のケース（M）の勤務先でも，所属部

署の中堅社員の 7割～8割を海外駐在経験者が占めており，赴任前と比べると，

海外経験が生かされやすい職場風土へと転換してきているという．

例えばヨーロッパにいる同僚とふだんの会話をしていると，あるいは仕事で

お客さんとかと話すときに，やっぱり家族の話とか，子どもの話とか，奥さん

の話とか，そういう非常にみんな大事にしているなとか，それがその幸せがあ

りきで，仕事はその次みたいな部分があると私は感じまして，それには多分影

響されていると思います（ケースM:40代，営業職スウェーデン駐在2年2

か月，帰国後1年8か月，子ども 2人，末子10紛

前章でも論じた通り，スウェーデンの職場では，お互いの家族がより可視化さ

れていることからも，子どものニーズを優先させるものというコンセンサスが得

られていた．ケース Iの現地の同僚は，病気になった子どもの看病のために在宅
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ワークを選び，会議の進行役として自宅から取り仕切ったという．スウェーデン

での生活経験を得て，子どもとの時聞を重視するという意識が強くなり，子ども

について妻と話し合う機会をもつようになっている．

でも，間違いなく僕が変わったなと思っているのは，やっぱり子どもに時間

を掛けようとして，子どもにちゃんとやってあげようというあの気持ちなんだ

ろう．向こうの世の中は，やっぱりそれはちゃんとやらせてくれる世の中だっ

たというのがあるから，それを当たり前のようにやってます．

間違いなく向こうでの生活，あそこで違う生活をしたということによって，

お互い家族に対する考え方が変わってますよ，間違いなく．ちゃんとそういう

生活とか子どもをどうするかと，まじめに話をするようになった（ケースI:50 

代，技術職スウェーデン駐在3年，帰国後1年3か月，子ども 15歳）．

（理想について）まあ，変わってますよね．やっぱり家族と一緒に，家族を重

要視したいというのが，まずーっあります．やっぱりそれが今十分できていな

いので，家族との時間をなるべく取りたいというのと，あとは，自分の時間を

ちょっと増やしたいっていうのは，これはあくまでも自分としてそのぐらい欲

しいというだけであって（ケースJ:40代，営業職，スウェーデン駐在3年2

か月，帰国後4年2か月，子ども 2人，末子17歳）．

本章で取り上げた元駐在員は皆，スウェーデンから帰国後の日本での働き方を，

程度の差こそあれ，変えていこうと努めている．状況を変えたいという意識とそ

れを実践しようとする力（ケイバピリティ）は，スウェーデンでの生活経験によ

り培われたものであると考えられる． しかしながら，家族生活を重視する働き方

は，個人の働きかけのみで実現できるものではなく，職場の風土に大きく左右さ

れることが，本調査結果からも明らかとなった．帰国後の WFBにむけた実践度

が最も高い男性（ケース H）の勤務先は，先述の通り，スウェーデン系企業グ

ループの傘下に入ったことで，企業風土が変わり，働き方の見直しが行われて

いる会社であった．

6.おわりにースウェーデシの働き方からみた日本のWFBの課題

男性の子育てと家族生活も射程に入れた働き方の実現に向けて先駆的な取組み

を行ってきたスウェーデンでの就労経験は，本稿で分析対象とした日本男性の

WFBをめぐる意識に明らかに作用していたことがわかった．駐在員として現地

の人々と共に働き，関係性を築き，知識と情報を共有する中で，彼らの働き方や
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家族との過ごし方，また時間の使い方における「選択肢」が広がったものと解釈

できるのではないだろうか．本稿で明示したスウェーデンの職場での実践におけ

る4つの特徴－(1）自己裁量度の高さと効率性，（2）働き方の柔軟性，（3）長期連続

の有給休暇，（4）男性の育児休業ーが彼らの選択肢を広げる要因として作用したと

想定すると，まさにそこに日本のWFBの課題が潜んでいるとも考えられる．

元駐在員が帰国後に体感したスウェーデンとの顕著な違いは，就業時間の捉え方

である．現地の職場での上記の特徴に通底している個人の家族生活とプライベート

を重視する考え方が，所定労働時間の枠内で仕事を調整するマネジメントのあり方

に繋がっているともいえる．またその材咽みが布討すいているからこそ，スウェーデ

ンで柔軟な働き方としてのテレワークが進展している（高橋 2011c）とも捉えるこ

とができる．経営学の視点から仕事と生活の境界管理をWLBの課題として論究し

ている森田（2013）は，仕事と生活の境界を越えやすい働き方，すなわち労働者が

「境界決定の自律性jを発揮できる働き方が求められると指摘する（森田 2013,

p.10）.働き方の柔軟性が高まることで，個人の選択肢が広がるという解釈が成り

立つ．その一方で，仕事と生活の境界が暖味化していくことも危慎される.EUの

比較研究において，柔軟性のある働き方が必ずしもWLBの向上に繋がるわけでは

ないとの示唆もある（denDulle & Yerkes 2016）.日本企業の裁量労働制について，

元届症員の一人は次のように語っている．

裁量労働も本当は良し悪しなんですよね．実際に今もめているので，裁量労

働にしてあり得ない仕事量をやって，それで企業としてはお金を押さえている

ことが結局問題じゃないですか．本当は，僕の今の裁量労働はすごくありがた

い，有用に使っているんですけど，使い方を間違えると結構変なことになるの

で，その取り締まりとか制度として考えたほうがいいのかなと思いますね．あ

と結構，労働時間の法規制というのが知られてないと思うんですね．実際そこ

が緩いんですね（ケースL).

日本でもディ一セントワーク（人として尊厳のある働き方）の観点から EU労

働時間指令で規定されている 1日11時間の勤務間インターバル（休息時間）導

入の必要性が唱えられ始めている．政府の働き方改革実現会議では長時間労働の

是正を焦点とする労働環境の改善にむけた議論を行っている．多様で柔軟性のあ

る働き方の発展により，持続可能な社会を目指すためにも，まずはディーセント

ワークの概念に基づき，人として尊厳のある生活時間・家庭時間という観念が社

会全体で共有されることが求められる．またそれは，スウェーデンの経験が示す

ように，国レベルで実行力のある対策を講じた上で，企業間，雇用形態間，男女
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間等，あらゆる格差の解消に向けた取組みとなることが重要であろう．

付記
本稿で用いたスウェーデン駐在員と元駐在員に関するデータは，科学研究費

補助金（基盤研究（B)（一般）「グローパル化時代の日本男性のワーク・ファミ

リー・バランスに関する研究」 2012年度～2015年度，課題番号2430153，研究

代表：高橋美恵子研究分担者：善積京子，斧出節子，松田智子，釜野さおり）

の助成によって得られたものである．またスウェーデン企業の近年の WFBに

むけた取組みに関する知見は，科学研究費補助金（基盤研究（B)（一般）「多様

性社会のワーク・ファミリー・バランスースウェーデン・オランダ・ドイツの実

践」 2016年度～2020年度，課題番号 16H03692、研究代表：高橋美恵子研究

分担者：善積京子，斧出節子，松田智子，釜野さおり）の助成により得られたも

のである．

本研究で実施したインタピュー調査にお応えくださったスウェーデン駐在員と

元駐在員の皆換ならびにご協力いただいた関係各位に深謝申し上げます．

さらに本稿では，内閣府子ども・子育て本部の『平成27年度少子化社会に関

する国際意識調査報告書』（調査企画委員会委員長：松田茂樹）「第3部調査結果

の解説第3章子育て」（高橋美恵子）で行った分析結果も用いている．同調査関

係各位に深く感謝いたします．
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